
はい 現在と過去の在会年数を合算して５年以上 ５０歳になったとき給付の対象　①

現在と過去の在会年数を合算して５年未満

いいえ

※退会時に在会年数が5年未満の場合、給付の対象となりません。

50歳になった時

互助会に加入している

退会時に在会年数が５年を経過している場合、給付

の対象。退会時に請求してください。　②

５０歳になった翌日以降に当会に加入した方は、退会時に現在と過去の在会年数が５年を

経過 している場合、給付の対象。退会時に請求してください。　②

※事実発生日　　①５０歳の誕生日

※事実発生日　　②退会年月日

永年勤続祝金の給付要件及び事実発生日及び事実発生年月日


